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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

　平成18年８月30日に提出した第11期（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）有価証券報告書の記載事項の一

部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

２【訂正事項】

第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

１　株式等の状況

　(7）ストックオプション制度の内容

　

第５　経理の状況

財務諸表等　

　(1）財務諸表

　　注記事項

（ストックオプション等関係）

３【訂正箇所】

　訂正箇所は＿線で示しております。
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第一部【企業情報】

　第４【提出会社の状況】

　　１【株式等の状況】

　　 (7)【ストックオプション制度の内容】
　当社は、ストックオプション制度を導入しております。当該制度は旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権方式並

びに旧商法第280条ノ20および同第280条ノ21の規定に基づく新株予約権方式によるもので、下記の株主総会において新株

予約権の発行を決議いたしました。

　

　前略

　

（訂正前）　

　定時株主総会決議日（平成16年８月26日）

付与対象者の区分および人数 当社取締役２名　　当社従業員32名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 800株（注１）

新株予約権の行使時の払込金額 45,000円（注２）

新株予約権の行使期間 平成18年９月１日～平成26年７月31日

新株予約権の行使の条件

(1）権利者は、当社株式が日本証券業協会の開設する市場もしくは

日本国内の証券取引所に上場された後６ヶ月経過した場合に限

り、新株予約権を行使することができる。

(2）新株予約権行使時の前年度末の当社の営業利益が150百万円以

上であることを要する。

(3）新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がそ

の権利を行使することができる。

(4）次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し、権利行使はでき

ないものとする。

①　新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監査役もし

くは従業員、関連会社の取締役もしくは従業員、または当社が

業務を委託している会計士もしくはコンサルタントのいずれ

でもなくなった場合。ただし、取締役会が認めた場合はこの限

りでない。

②　新株予約権の割当てを受けた者が、禁固刑以上の刑に処せら

れた場合。

③　新株予約権の割当てを受けた者が、新株予約権の第三者に対

する質入れその他の処分をした場合。

④　その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基

づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する

新株予約権付与契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとす

る。

代用払込みに関する事項 －

（注）１　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数につい

てのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、円未満小数第１

位を四捨五入する。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

また、上記払込金額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金

額を調整し、円未満小数第１位を四捨五入する。
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調整後払込金額＝
既発行株式数×調整前払込金額＋新規発行（処分）株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新規発行（処分）株式数

　後略　

　

（訂正後）　

　定時株主総会決議日（平成16年８月26日）

付与対象者の区分および人数 当社取締役２名　　当社従業員32名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 797株（注１）

新株予約権の行使時の払込金額 45,000円（注２）

新株予約権の行使期間 平成18年９月１日～平成26年７月31日

新株予約権の行使の条件

(1）権利者は、当社株式が日本証券業協会の開設する市場もしくは

日本国内の証券取引所に上場された後６ヶ月経過した場合に限

り、新株予約権を行使することができる。

(2）新株予約権行使時の前年度末の当社の営業利益が150百万円以

上であることを要する。

(3）新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がそ

の権利を行使することができる。

(4）次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し、権利行使はでき

ないものとする。

①　新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監査役もし

くは従業員、関連会社の取締役もしくは従業員、または当社が

業務を委託している会計士もしくはコンサルタントのいずれ

でもなくなった場合。ただし、取締役会が認めた場合はこの限

りでない。

②　新株予約権の割当てを受けた者が、禁固刑以上の刑に処せら

れた場合。

③　新株予約権の割当てを受けた者が、新株予約権の第三者に対

する質入れその他の処分をした場合。

④　その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基

づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する

新株予約権付与契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとす

る。

代用払込みに関する事項 －

（注）１　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数につい

てのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、円未満小数第１

位を四捨五入する。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

また、上記払込金額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金

額を調整し、円未満小数第１位を四捨五入する。

調整後払込金額＝
既発行株式数×調整前払込金額＋新規発行（処分）株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新規発行（処分）株式数

　後略　

　第５【経理の状況】

EDINET提出書類

株式会社メンバーズ(E05153)

訂正有価証券報告書

4/5



　　　【財務諸表等】

　　 (1)【財務諸表】

　　　　　注記事項

　　　　　（ストックオプション等関係）

当事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

１．ストックオプションの内容、規模及びその変動状況

（１）ストックオプションの内容

　

（訂正前）　

 平成14年ストックオプション 平成16年ストックオプション 平成17年ストックオプション

付与対象者の区分及び数
当社の取締役１名

当社の従業員27名

当社の取締役２名

当社の従業員32名

当社の取締役１名

当社の監査役３名

当社の従業員25名

ストックオプション数

（注）1
普通株式　2,190株 普通株式　800株 普通株式　528株

付与日 平成15年８月13日 平成17年３月１日 平成17年９月１日

権利確定条件 （注）２ （注）２ （注）２

対象勤務期間
自　平成15年８月13日

至　平成17年８月31日

自　平成17年２月9日

至　平成18年８月31日

自　平成17年９月1日

至　平成19年８月31日

権利行使期間
自　平成17年９月1日

至　平成21年８月31日

自　平成18年９月1日

至　平成26年７月31日

自　平成19年９月1日

至　平成27年７月31日

（注）１　株式数に換算して記載しております。

　　　２　「第４　提出会社の状況、１　株式等の状況、（２）新株予約権等の状況、①新株予約権の新株予約権の行使の条件」

に記載のとおりであります。

　

　後略　

　

（訂正後）　

 平成14年ストックオプション 平成16年ストックオプション 平成17年ストックオプション

付与対象者の区分及び数
当社の取締役１名

当社の従業員27名

当社の取締役２名

当社の従業員32名

当社の取締役１名

当社の監査役３名

当社の従業員25名

ストックオプション数

（注）1
普通株式　2,190株 普通株式　797株 普通株式　528株

付与日 平成15年８月13日 平成17年３月１日 平成17年９月１日

権利確定条件 （注）２ （注）２ （注）２

対象勤務期間
自　平成15年８月13日

至　平成17年８月31日

自　平成17年２月9日

至　平成18年８月31日

自　平成17年９月1日

至　平成19年８月31日

権利行使期間
自　平成17年９月1日

至　平成21年８月31日

自　平成18年９月1日

至　平成26年７月31日

自　平成19年９月1日

至　平成27年７月31日

（注）１　株式数に換算して記載しております。

　　　２　「第４　提出会社の状況、１　株式等の状況、（２）新株予約権等の状況、①新株予約権の新株予約権の行使の条件」

に記載のとおりであります。

　

　後略　
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